
平成 22年 12月 24日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会

会長 大 野 充敬

(公印省略)

毒物及び劇物指定令の一部改正等について (通知)

このことについて、平成 22年 12月 24日 付け薬第 993号 をもつて茨城県保健福祉

部長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



茨城県毒物Zll物保安協会長  殿

この ことについて,平 成 22年 1

労働省 医薬食品局長か ら別添の とお

関係会員 に周知願 います。
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茨城県保健福祉部長

月 1 5日 付 け薬食発 1 2 1 5第2号 をもつて厚生

通知があ りま したので,御 承知の うえ,貴 会

口万
　
日４

３

　

　

９
留

毒物及び濠1物指定令の一
部改正等について (通知)

９
ウ
　

　

リ

ノ

状媒
22.1224

納 腕 踏



韓長島'

薬 食 発 1 2 1 5 第2 号

=十二乃児22角卜12ブ可 15 日

,析4勿及び劇4勿特定令の 一
部を改 Jこする政令 (平成22年政令第242'jム)(11 '報第5458' 3‐

(平成22イi112)」15卜1))及 び市4勿及び劇4勿取締法施行規只Jの 一
部を改 11iする省令 ( |ヽえ

成22年ルj:41二労働省令第125け)(官 報第5458け (平成22年12月1511 ) )が 公布されたの

で、 ド i記'11項に留意の 11、関係各方iniに対する川角触 底方御ri己慮願いたい。

なお、|十J旨の適角1をイLINll法人 |1本化学:lI業協会会長、企円化学 11業業|1占1刊体連合会

会長、 |1本製薬団体連合会会長、社に11法人日本来剤的F会会長及び社IJ法人 |1本化学 に

米||ll愉人脇会会長宛に発出することとしていることを中し添える。

記

r析物及び劇4勿指定令の ‐
開!を政Hす る政令について

1 次 に掲げる物を劇4勿に指定 したこと。

(1)3-ア ミノメチルー 3, 5,  5 -ト リメチルシクロヘキシルア ミン (丹11名イ
ソホロンジア ミン)及 びこれを含行する興剤

(2)オ キシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製斉J
(3)1 ,  3 -ジ クロロプロベン及びこれを含イrする製斉J

次に掲げる物 を劇物か ら除外 したこと。
1) 4 - [ 6 - (ア ク リロイルオキシ)ヘ キシルオキシ]- 4

ル及び これ を含有す る製却l

― シ ア ノ ビ フ エ ニ

(2)ア セ トニ トリル 40%以 下を含有する製剤
(3)N― [(RS)― シアノ (チオフエンー 2-イ ル)メ チル]-4-エ チルー

2-(エ チルア ミノ)-1, 3-チ アゾールー5-カ ルボキサ ミド (別名エ
タボキサム)及 びこれを含有する製斉1

(4)4-シ アノー 3-フ ルオロフエニル=4-[(3E)一 ペンター 3-エ ンー

1-イ ル]ベ ンゾアー ト及びこれを含有する製剤
(5)2-シ アノーN― メチルー 2-[3-(2, 4, 6-ト リオキ ソテ トラヒド

ロピリミジンー 5(2H)一 イ リデン)
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ン ドールー 1-イ リデン]ア セ トア ミド (別名 ピグメン トイエロー 185)
及びこれを含有する製剤

(6)4- [ト ランスー4-[2- (ト ランスー4-ブ チルシクロヘキシル)エ チ
ル]シ クロヘキシル]ベ ンゾニ トリル及びこれを含有する製剤

(7)4- [ト ランスー4-[2- (ト ランスー4-プ ロピルシクロヘキシル)エ
チル]シ クロヘキシル]ベ ンブニ トリル及びこれを含有する製斉J

方伍イ子ナ朝日

平成22年12月31日から施行することとしたこと。ただ し、第 1の 2の劇4勿か

らの除外に係る改正規定については、公布の日か ら施行することとしたこと。

経過措|ま等

新たに劇物に精定された第 1の 1に 掲げるものについては、既に製造、愉人

及び販売 されている実情に鑑み、平成22年12月3111(施 イF門)現 在、その製造

業、輸入業又は販売業を常んでいる者については、 1`を成23年 3)]3111までは、

法第 3条 (禁|に規定)、 第 7条 (市物劇物取扱黄任杵)及 び併j9条 (て卜録の変

更)の 規定は適用 されず、また、現に存する物については、 十`え成23イli 3)J3111

までは、法第12条 (,1二物又は劇4勿の衣ホ)第 1収 (法第22条第 5項 において昨

用する場合を含む。)及 びダj2項 のルせ定は適用 されないこととしたこと。

これ らの者に対 しては速やかに登録を受け、F様4勿劇物取扱 ずf任杵を設|「tする

とともに、適1にな表示をそ「うよう指導すること。 また、うとに存する4勿に1用して

も、法第12条第 3収 、第14条、第15条、第15条の 2、 第16条年に1川する経過朴

ドとは定められてお らず、これ らの規定は施そfHか ら適用 されるものであるので、

1川係業者を適丁にに指導すること。

第 2 ,好物及び劇4勿ll x締法施イr肌只Jの ‐部を改lr二する行令について

1 次 に掲げる物を農業月1+ i 1 1卜1販ゲこ業者が取 り扱 うことができる嫁14勿に特定 したこ

と。

1, 3-ジ クロロプロペン及びこれを含有する製剤

2 次 に掲げる物を農業用辞Ⅲ日販ブこ業者が取 り扱 うことができる朦J物の特定を解除

したこと。

N一 [(RS)― シアノ (チオフエンー 2-イ ル)メ チル]-4-エ チルー

2-(エ チルア ミノ)-1)3 -チ アゾールT5-カ ルボキサ ミド (別名エ

タボキサム)及 びこれを含有する製剤

方伍そ
:干
サリ1口

平成22年1 2月3 1日か ら施行す ることとしたこと。ただ し、第 2の 2の 劇物か

らの除外 に係 る改正規定については、公布の 日か ら施行す ることとしたこと。



第 3 そ の他

今般 の改正部分の新 1日対照表については別添 1及 び別添 2に 示す とお りであるこ

と。

また、今般 、毒物又は劇物に指定 された物及び彦1物か ら除外 された4勿の性状、毒

性等については、別添 3の とお りであること。




